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世界気候エネルギー首長誓約とは？ 
 

世界気候エネルギー首長誓約（GCoM）は 、気候変動に対処するための自主的な行動を支援し、
レジリエントで低排出社会を目指すという長期的なビジョンを共有する14,000以上の都市と地方
自治体からなる世界的な連合体であり、自治体の気候リーダーシップのための最大の同盟です。

気候変動に対する野心的な取り組みとソリューションに関する国連事務総長特使のMichael R. 
Bloombergとクリーンで公正な競争力のある移行を担当する欧州委員会執行副委員長のTeresa 
Riberaに率いられるこの同盟は、6つの大陸と150の国にわたる自治体で構成されており、世界人
口の13％以上に相当する11億人を代表しています。自治体は次のことを行うために、政策を実行
し措置を講じることをGCoMに対して誓っています。(i) 温室効果ガス排出量を削減／制限する、
(ii) 気候変動の影響に対して準備する、(iii) 持続可能なエネルギーへのアクセスを拡大する、およ
び (iv) これらの目標に向けた進捗を追跡する。さらに、GCoM誓約自治体は、関係する地域ステー
クホルダーの支援を受けつつ、相互に連携して知識とアイデアを交換しています。  
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自治体がGCoMへの誓約（コミットメント）を行う方法は？関心表明
の公式化  
 
新規GCoM誓約自治体の場合： 
 

1. 誓約：自治体は、首長が署名した誓約書を用意し、それを地域または国の誓約のヘルプデ
スクに送ることにより、世界首長誓約に対して誓約します。  
https://www.globalcovenantofmayors.org/journey/GCoMの誓約書は世界首長誓約/日本ウェ
ブサイトからダウンロードできます。   
 

 
 

2. 報告：自治体は誓約を行うと、CDP-ICLEI 
TrackにアクセスしてGCoMへの報告を開始できます。質問書にGCoM関連質問項目が表示
されない、または正しい画面が表示されているか不明な場合は、担当地域のCDPオフィス
までお問い合わせください。公式な誓約を行っていない自治体は、GCoM誓約自治体とし
て分類されず、その報告内容はレビューされません。  
 
重要な注意：GCoMに報告する自治体は、公開で回答する必要があります。非公開に設定
した回答の提出は、メンバーシップ要件への非準拠を意味し、その自治体はGCoMによる
検証とバッジ付与の対象外となります。 

 
3. 検証および結果：自治体が誓約および報告の手順を完了すると、CDPとGCoMは共通報告
枠組み（CRF）に対して自治体の回答を検証し、GCoMバッジに準拠しているかどうか、
回答データをレビューします。  

 
すでに誓約している誓約自治体の場合： 
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誓約後に首長が代わった場合、自治体は誓約書を再提出する必要はありません。自治体の誓約状

況が不明の場合は、グローバルGCoMウェブサイトで誓約のステータスを確認できます。自治体が
状況の変更を考慮して新しい誓約の署名を希望する場合、https://covenantofmayors-
japan.jp/contacts/toiawase/ 世界首長誓約/日本事務局にご相談ください。 
 
EU首長誓約 
EU首長誓約の2020年目標に向けた誓約書に署名した自治体がイニシアチブとのアクティブな関与
を維持するには、2050年目標に向けて再度誓約する必要があります。その場合は、EU首長誓約の
ウェブサイトに記載されている手順に従って手続きしてください。自治体の誓約のステータスは

、誓約自治体のページで確認できます。これは、EU-27とEEA-EFTAの各国に適用されます。  
 
 

GCoMバッジとは？ 
 
GCoMは、GCoMの活動を通じた誓約自治体による取り組みとその進捗を認識および表彰するため
に一連のバッジを定義しています。バッジはGCoMの3本の柱（緩和、適応、エネルギーへアクセ
スと貧困）を中心に構成され、それぞれが、図1に示されるように、進捗バーにより3段階に分類
されています。 
 

 

図1：GCoMウェブサイトに表示されているGCoM共通報告枠組みの柱とフェーズ 

バッジはGCoM誓約自治体により報告された情報に基づいて付与されます。各自治体の進捗は、
GCoMウェブサイトのオンラインプロフィール（自治体ダッシュボード）で視覚的に分かりやすく
示されます。自治体が、特定のフェーズで準拠を達成すると、該当するバッジが点灯表示されま

す。バッジの取得状況は各地域のウェブサイトにも表示される場合があります。  

GCoMバッジに関する詳細情報は、世界首長誓約 - City Journeyをご覧ください。   

柱およびバッジごとのガイダンスについては、本文書の「GCoM固有の質問を特定／確認するには
」をご覧ください。 
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新しい報告レベル（CRF簡易版と完全版）  
 
GCoMはCRFを更新し、GCoM誓約自治体により異なるニーズや対応能力を考慮した二つの報告レ
ベルを導入しました。二つのレベルの必須要件を比べると、大多数は同じですが、簡易版では完

全版より数が少なくなっています。 

自治体は、2026年の質問書の質問1.2 [回答する共通報告枠組み（Common Reporting Framework: 
CRF）のバージョンを選択してください^] で、どちらのCRFレベルで報告するかを選択できます。 
 
自治体に付与されるバッジは、選択した報告レベルに依存しないことにご注意ください。すべて

の自治体が、CRFの「緩和」、「適応」、「エネルギーアクセスと貧困」のバッジを取得するこ
とができます。 
 
質問1.2は、関心を表明する項目です。GCoMに関連した質問項目は、選択した報告レベルに関係
なくすべて表示されます。 
 
本文書の附属書には、簡易版と完全版の報告レベルにおける要件と準拠を達成して自治体の活動

をアピールするためにCDP-ICLEI 
Trackを通じて報告する必要のある質問を記載したチェックリストが含まれています。 

 
 
エネルアクセスと貧困の柱に報告するには？ 
 
2022年11月、GCoMは、CRFの新しい「エネルギーアクセスと貧困の柱」（以下、EAPP）を作成
しました。2023年時点で、GCoM誓約者は既存の「緩和」と「適応」バッジに加え、三つ目の「
エネルギーアクセスと貧困」のバッジを取得することができるようになります。GCoM誓約自治体
は、GCoM地域が選んだ属性（手ごろな価格のエネルギー、安全供給エネルギー、持続可能なエネ
ルギー）について報告を行います（各地域が選んだ属性は、本文書の附属書で確認できます）。

CDP2026シティ質問書は、EAPPと完全に整合しています。  
 
EAPPの施行日（2023年1月）に先立ってGCoMに誓約したGCoM誓約自治体は、施行日からEAPP
の評価と目標に対する報告を行うまで2年、EAPP計画の提出まで3年の猶予が与えられます。した
がって、2026年には、2023年1月以前にGCoMに誓約したGCoM誓約自治体は、EAPPの評価、目
標、計画の各バッジに対して報告する必要があります。EAPPの施行日後にGCoMに誓約した
GCoM誓約自治体は、GCoMに誓約した日からEAPPの評価と目標に対する報告を行うまで2年、
EAPP計画の提出まで3年の猶予が与えられます。この報告期限に関しては、本文書の「自治体は

どのくらいの頻度でGCoMにデータを報告する必要があるか」をご覧ください。 
 
GCoM誓約自治体は、GCoMの地域または国の誓約で選択されたエネルギー属性から、少なくとも
一つの指標について報告することが義務付けられています。それらの属性は以下のとおりです。 

 安定供給エネルギー 
 持続可能エネルギー 
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 手ごろな価格のエネルギー 
本文書の附属書「CDP-ICLEI 
Trackを通じたEAPPへの報告方法」では、異なる属性、関連する指標（そのうちの少なくとも一
つは報告が必須）、および当該指標に関するデータを収集するCDP-ICLEI 
Trackの質問事項を示した表が記載されています。自治体の属する地域で選択された属性に基づき
、報告が必要な質問事項についてご確認ください。最新情報を確認するには、GCoMウェブサイト
の共通報告枠組みのページをご覧ください。  
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CDP-ICLEI Trackは公式の報告プラットフォームとしてどのように機能
するか？ 
 
CDP-ICLEI 
Trackは、自治体がそれぞれの環境データを測定、管理、開示するための報告プラットフォームで
す。CDP-ICLEI 
Trackはさまざまな国際キャンペーンやイニシアチブと提携し、統合および整合された単一の質問
書を提示します。自治体は、GCoMへの報告の他に、CDP-ICLEI 
Trackに表示される他のプロジェクトやイニシアチブ（例えば、SBTやWWFのOPCCなど）にも、
同じ情報を改めて報告する手間を省いて自発的に参加することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*注：2026年は、GCoMが検証結果と今後の改善点に関するフィードバックを自治体に直接送付します。ご質問について
は、info@globalcovenantofmayors.orgまでお問い合わせください。 
 
  
自治体がCDP-ICLEI Trackを通じてデータを提出すると、CDPが自治体の報告をCRFの要件に照ら
して準拠状況を検証し、結果をGCoMに送信します。 
 
GCoMは、包括的なフィードバックと報告年に改善できる点の提案を含む、バッジの結果を自治体
にメールで送付します。関連するCRF要件をすべて満たすと、準拠が達成されます。  
 
 

1 

自治体がプラットフォ

ームを通じてデータを

 

CDPが共通報告枠組み
へのデータの準拠状況

をチェックし、結果を

GCoMに送付 

GCoMがバッジ付与につい
て発表し、世界首長誓約

のウェブサイト

でバッジの結果を表

示 

7 6 

2 

CDP、ICLEI、GCoMが
ツールとリソースを提

供 

3 

5 

GCoMがバッジの結果と
今後の改善点の提案を自

治体に送付 
 

GCoMが年次報告
書を発表 

4 

自治体が次の報告

フェーズの準備を

行う 

CDP-ICLEI Trackを通じたGCoMへの報告のサイクル 
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GCoM固有の質問を特定／確認するには？ 
 
世界首長誓約に誓約する自治体は、選択した質問書経路（Pathway）に関わらず、CRFに沿ったす
べての質問に回答が必要です。詳細情報は、2026年自治体向け質問書とガイダンスをご覧くださ
い。 
 
 
 
 

 
CRFに必須のデータ項目（質問）には簡易版レベルの記号「^」、補完的な完全版レベルのデータ
項目（質問）には記号「^^」が付いています。この記号により、自治体はGCoMに必須の質問と
データを特定し、よくある間違いを避けることができます。自治体が完全な準拠を達成するには

、すべてのGCoM必須データ項目（「^」の記号付き）の質問に対して適切に回答する必要があり
ます。 
質問ごとのガイダンスは、CDP2026シティ質問書の報告ガイダンスを参照してください。 

 

 

3. 
気候リスクと脆

弱性 
4.排出インベン
トリ 
5.エネルギー評
価 

6.適応目標 
7.緩和目標 
8.エネルギー目標 

9.気候変動対
策の計画立

案 

10.1 
緩和策、適応策、エ

ネルギー対策 

2026年自治体向け質問書とGCoM CRFの整合性 
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準拠したCRF排出インベントリを報告するには？ 
 
GCoM誓約自治体は、質問4.1.1と4.1.2.で排出インベントリを報告する必要があります。CRFにお
ける必須のデータ項目（質問）には簡易版レベルの記号「^」、補完的な完全版レベルの質問項
目には記号「^^」が付いています。これらについては、0以外の値、または、有効な表記およびそ
の説明によって回答すべきです。  
 
セクターおよびサブ

セクター 
簡易版レベル：直

接排出量  
完全版レベル：直

接排出量  
簡易版レベル：間

接排出量  
完全版レベル：間

接排出量  
  固定排出源（定置型エネルギー） 
住居用建物^^ 推奨 必須 推奨 必須 
商業用建物および施設^
^ 

推奨 必須 推奨 必須 

企業・ 
組織の建物および施設^
^ 

推奨 必須 推奨 
 

必須 

産業用建物および施設^
^ 

推奨 必須 推奨 必須 

農業 任意 推奨 任意 推奨 
一次的排出^^ 任意 必須 任意 推奨 

定置型エネルギー総量^ 必須 必須 必須 必須 

  運輸 
舗装道路走行車両^^ 推奨 必須 推奨 

  
必須 

鉄道^^ 推奨 必須 推奨 
  

必須 

船舶（水上航行）^^ 推奨 必須 推奨 
  

必須 

航空^^ 推奨 必須 推奨 必須 

オフロード輸送^^ 推奨 必須 推奨  
 

必須 

運輸全体^ 必須 必須 必須 必須  
  

  廃棄物 
固形廃棄物処理^^ 推奨 必須 推奨 

  
推奨 
  

生物処理^^ 推奨 必須 推奨 推奨 

焼却および野焼き^^ 推奨 必須 推奨  
 

推奨  
 

廃水^^ 推奨 必須 推奨 推奨  

廃棄物全体^^ 任意 必須 任意 推奨  

すべてのIPPU（工業プ
ロセスおよび製品利用
） 

任意 任意 任意 任意 

すべてのAFOLU（農業
、林業、およびその他

の土地利用） 

任意 任意 任意 任意 

  エネルギー生成 
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電力のみの生成^^ 任意 必須 推奨 推奨 

CHP（熱電併給）^^ 任意 必須 推奨 推奨 

熱/冷熱生成^^ 任意 必須 推奨 推奨 

ローカル再生可能エネ

ルギーの生成 
任意 任意 推奨 推奨 

グリッド（配給網）に

供給されるエネルギー

の総生成量^^ 

任意 必須 推奨 推奨 

 

排出量の報告でよくある間違い（完全版レベル）： 

1. 必須の排出量記載箇所で「0」と報告すると非準拠となります。報告する自治体の境界内
に該当する排出が存在しない、あるいは無視できるほど少ない場合は、「NO」（発生して
いない）の表記を使用してください。  

2. 必須のサブセクターで「NE」（推定されていない）を使用すると、GCoMのインベントリ
・バッジに非準拠となります。この表記は、将来的な改善の可能性を追跡する場合にのみ

使用されます。サブセクターからの排出量が非常に少ない、またはまれであるために排出

量が推定されていない場合、「NO」（発生していない）を使用してください。例えば、水
上輸送からの排出量が自治体Aの域内の小規模な排出源からのものである場合、水上輸送
の直接および間接排出量に関して、自治体は「NO」の表記を使用すべきです。  

3. 温室効果ガスが同じインベントリの別のカテゴリーにおいて推定されて記入される場合は
「IE」（別の場所に含まれている）を使用し、その妥当性も説明してください。 

4. 「IE」（別の場所に含まれている）の表記を使用する妥当性を説明できなければ、非準拠
となります。 

 
CRF要件における地域別バリエーション 
 
GCoMの各地域または国の誓約には、CRFの必須要件に対して地域の状況に合わせた変更を提案し
て導入する権限があります。 

すべての必須要件を報告してバッジ準拠を確実に達成するには、自治体は地域のバリエーション

に準拠すべきことに注意が必要です。下表には、本ガイダンス文書の内容が確定された2026年5月
27日の時点で適用されている、地域別バリエーションの一覧を示しています。 

 

EU首長誓約： 

影響を受

けるCRF
レベル 

モジュ

ール 
質

問

番

号  

地域のバリエーション 
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簡易版 気候リ

スクと

脆弱性 

3.3 EUの誓約自治体は、質問3.1、3.1.1、3.2に加えて、質問3.3のすべて
のデータ項目に回答し、自治体の気候変動への適応能力に影響を及ぼ

す重要な要因を特定し説明しなければなりません。 

簡易版お

よび完全

版 

排出イ

ンベン

トリ 

4.1
.2 

EUの誓約自治体がこのバッジフェーズで準拠を達成するには、サブ
セクターの [再生可能エネルギーのローカル生成] 
に関してデータを報告することが必須です。 
 

簡易版お

よび完全

版 

緩和目

標 
7.1
.1  

EUの誓約自治体は、緩和目標（排出量総量の削減の中期目標）を少
なくとも一つ報告しなければなりません。 

 
世界首長誓約/日本： 
 
簡易版および完全版 エネルギー目標 8.1 日本では、国の法律が普遍的なエネル

ギーの安定供給を義務付けているため

、すべての日本自治体のエネルギーア

クセスは、既に高い水準にあります。

したがって、具体的なエネルギーアク

セスの目標を報告する日本の誓約自治

体は、一般的な目標を報告する必要が

なく、一般的な目標の100％アクセス
の要件は暗黙のうちに満たしていると

みなされます。 
 

 
自治体はどのくらいの頻度でGCoMにデータを報告する必要があるか
？ 
 
全体的な報告スケジュール 
CRFでは報告に関するさまざまな要素のスケジュールが定められています。以下の表では、GCoM
誓約後の全体的な報告スケジュールを示しています。詳細情報は、CRFの「全体的な報告スケジ
ュール」をご覧ください。 
 
開示要素 GCoMへの誓

約（0年目） 
1年目およ
び2年目 
 

3
年

目 
 

4
年

目 

5年目 

基準値ガス排出量インベント

リ 
遅くとも2年目に提出 
 

   

気候リスクと脆弱性の評価 遅くとも2年目に提出 
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エネルギーアクセスと貧困評

価 
遅くとも2年目に提出 
 

   

目標（緩和、適応、およびEA
PP） 

遅くとも2年目に提出 
 

   

気候変動対策（緩和、適応、

EAPP、または融和） 
遅くとも3年目に提出1   

進捗レポート     対応する気候変動対策計画の

提出後、2年ごとに提出 
 
モニタリング報告（インベントリ） 
自治体がインベントリに関する準拠を達成すると、モニタリングを実施する段階に入ります。そ

の段階以降、自治体は少なくとも4年に1度、排出量についてモニタリング状況を報告しなければ
なりません。 
インベントリの報告において、以下の二つの日付が重要です：  

 温室効果ガスインベントリの算定年は、数値の計算に使用されるデータ（すなわち、活動

データと排出係数）を収集した年です。   
 温室効果ガスインベントリの報告年は、完全なインベントリをCDP-ICLEI 

Trackに提出する（すなわち、報告する）年です。   
最新のインベントリ以降、温室効果ガス排出量に大きな変化がなかった場合、自治体は以前のイ

ンベントリデータを簡単に更新できます。これには、変更または変化のあったサブセクターにつ

いて再計算する場合や、あるいは自治体の状況の変化（例えば、人口の変化）に基づいて計算を

更新する場合などが含まれます。  
 
インベントリ算定年  インベントリ報告年  

2023年 2024年 2025年 2026年 
2019年         
2020年          
2021年          
2022年          
2023年          
2024年          
2025年          
  
                 この報告年に対してインベントリは有効です                          

報告プロセスにおいてサポートが必要な場合、誰に問い合わせればよ

いか？ 
 
CDP、ICLEI、GCoMは、報告プロセス全体を通じて自治体にサポートを提供します。お問い合わ
せ内容によっては、別の担当オフィス／チームが的確なサポートを提供できる場合もあります。  

 
1注：EU首長誓約では、自治体は2年目までに持続可能なエネルギーおよび気候行動計画（SECAP）を提出
することを誓約します。そのため、モニタリング報告を2年ごと、モニタリング対象排出量インベントリ（
MEI）を4年ごとに提出することが求められます。  
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以下の表で、サポートを提供しているすべてのオフィス／チームとその重点分野をご確認くださ

い。どのオフィス／チームに連絡したらよいかわからない場合は、CDP事務局にご連絡ください
。 
 
以下の質問の場合は、記載の各国・地域のCDP事務局へご連絡ください： 

 CDP-ICLEI Trackへの報告方法について 
 ベネフィットを最大限に得るための提出締切日 
 その他の一般的質問 

 
CDPにおける自治体向けのサポート方法が変更されました。 
CDPの新しいヘルプセンターでは、お問い合わせおよびナレッジベースでのサポート資料の検索
が可能で、必要な情報をより簡単に得ることができます。お問い合わせには、これまでのcities@c
dp.netに代わり、ヘルプセンターをご利用いただくことになります。これに伴い、必要に応じて組
織情報を更新し、CDPへのお問い合わせにはヘルプセンター経由でご連絡いただきたくご理解を
お願いします。CDPの地域事務局担当者へは、引き続きメールにてご連絡いただけます。 
 
以下の質問の場合は、記載の各国・地域のCDP事務局へご連絡ください： 

 GCoMイニシアチブ／報告枠組みについて 
 検証のフィードバックと結果 
 GCoMの活動・報告に関連する業務および技術的な質問 
 GCoMの活動、イベント、リソースなどに関する情報 
 地域／国におけるGCoMへの誓約（コミットメント）とその進捗について 
 各種ツールへのアクセス、キャパシティビルディング、技術支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

カナダ、米国、カリブ海、中央アジア 
メール：info@globalcovenantofmayors.org  

 

中東および北アフリカ  
メール：helpdesk@com-med.org 

オセアニア  
メール：oceania@iclei.org 

中南米  
メール：info@pactodealcaldes-la.org  

東南アジア 
 メール：secretariat@asean-mayors.eu  
 

南アジアヘルプデスク  
メール：keshav.jha@iclei.org 

欧州連合、西欧、東欧（アルメニア、アゼルバ

イジャン、ジョージア、モルドバ、ウクライナ

） 
メール：info@eumayors.eu 
 

日本ヘルプデスク  
メール：info@covenantofmayors-japan.jp 
 

韓国 
メール：seulji.jeon@iclei.org 

サハラ以南のアフリカ 
メール：helpdesk@comssa.org 
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リソース 
 
GCoMのリソースライブラリでは、自治体が気候変動対策の取り組みにおいて前進するために役立
つ、用途に適したアプリケーションおよびその他のインタラクティブリソース（ツール）を利用

できます。 
 

 
 
 
さらに、Data Portal for 
Citiesは、自治体固有のデータを管理および共有するための最適なソリューションです。自治体の
データポータルは、国および地域レベルの情報源から提供された、以前は利用できなかったデー

タの推定値を提供します。これにより、各コミュニティで不足していた重要な情報のギャップを

埋めることができるようになります。 
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附属書I 
 
 
図A. EAPP「エネルギー評価バッジ」への報告方法 
 

 
EAPP
バッ

ジフ

ェー

ズ 

 
属性 

 
CRF要件 

CDP-
ICLEI 
Track
におけ

る質問

番号 
 
評価 
一般

原則 
 

 
 
 
 
 
評価一

般原則 
 
 
 
 

自治体は、GCoMへの誓約後2年以内にエネルギーへのアクセスとエネルギ
ー貧困評価を作成し、提出する。 
 
評価においては三つの重要エネルギー属性を考慮した自治体のエネルギー

アクセスとエネルギー貧困状況について分析する： 
安定供給エネルギー 
持続可能エネルギー 
手ごろな価格のエネルギー 
 

 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
評価一

般原則 
 
 
 

エネルギーアクセスとエネルギー貧困評価では、各地域と国の誓約に最も

関連するエネルギーの属性に関する情報を含める。地域と国ごとの属性は

共通報告枠組みの地域化されたバージョンに記載されており、地域／国の

誓約ヘルプデスクから入手可能。 
 
評価には、自治体の個別の地域／国の誓約で指定されるエネルギー属性に

おいて少なくとも一つの必須指標を含める。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
下記を

参照 
 
 
 

持続可能エネルギー属性：日本、中南米、中東・北アフリカ、韓国、中国、東アジアのGCoM地域／国別
誓約では、自治体に対して、この属性について少なくとも一つの指標を報告するよう求めている。 
 
 
 
 
評価 

持続可

能エネ

ルギー 
 
 
 
 

再生可能エネルギー源によるエネルギーの消費量（持続可能エネルギー指

標） 
 

 
 
5.1 

区域内で消費される熱エネルギー（熱および冷熱）源の構成（持続可能エ

ネルギー指標） 
 

 
 
5.1、5.
1.2 
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区域内にある再生可能エネルギー源の設備容量（持続可能エネルギー指標

） 
 

 
 
5.1、5.
1.3 

区域内で再生可能エネルギー源を用いて生成された総エネルギー量（持続

可能エネルギー指標） 
 

 
5.1、5.
1.3 

クリーンな調理用燃料と技術にアクセスできる自治体内の世帯の割合（%）
（持続可能エネルギー指標） 
 

 
 
 
5.2 

手ごろな価格のエネルギー属性： 
東欧・中央アジア、欧州連合・西欧、北米、韓国、オセアニアのGCoM地域／国別誓約では、自治体にこ
れらの属性に関する報告を求めている。 
 
 
 
評価 

 
 
手ごろ

な価格

のエネ

ルギー 
 
 
 

区域内で収入の最大X%をエネルギーサービスに費やす世帯または人口の割
合（手ごろな価格のエネルギー指標） 
 

 
 
 
 
5.3 

安定供給エネルギー属性：南アジア、東南アジア、サハラ以南のアフリカ、東アジアのGCoM地域／国別
誓約では、自治体にこれらの属性に関する報告を求めている。 
 
 
 
 
 
 
評価 

 
 
 
 
 
 
安定供

給エネ

ルギー 
 
 

電力を利用できる自治体内の人口または世帯の割合（安定供給エネルギー

指標） 
 

 
 
5.4 

電力が利用可能な平均時間（安定供給エネルギー指標） 
 

 
 
5.4 

1人あたりの年間平均エネルギー消費量（安定供給エネルギー指標） 
 

 
 
5.4 

 
 
図B. エネルギーアクセスと貧困（EAPP）「目標バッジ」への報告方法 
 
一般目標（全属性共通） 
自治体は、SDG7に沿った、エネルギーへの普遍的アクセスの実現に向けたエネルギーアクセス
の相対的増加および／またはエネルギー貧困の軽減を定量化した目標を採択するものとする。

目標は、選択した基準年と比較して、2030年のエネルギーアクセスおよび／またはエネルギー
貧困の減少の推定割合を定義するものとする。 
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また、自治体は、地域ごとに設定されたエネルギー属性の中から、エネルギーアクセスに対応し

てエネルギー貧困を緩和する具体的な目標を、一般的な目標とは別に、少なくとも一つ設定する

ものとする。自治体は、以下に報告する目標一覧から目標を選択すること。 
 
地域別

属性 
該当地域 目標の種類 

 
 
 
 
 
持続可

能性 

 
日本 
 
中南米 
 
中東・北アフ

リカ 
 
韓国 
 
中国 
 
東アジア 
 

1. 区域内にある再生可能エネルギー源の設備容量を増やす  
2. 区域内にある再生可能エネルギー源を用いて生成された総エネルギー
量を増やす目標  

3. 再生可能エネルギー源によるエネルギーの消費量を増やす目標  
4. クリーンな調理用燃料と技術にアクセスできる自治体内の世帯を増や
す目標  

5. 自治体内で消費される熱エネルギー（熱および冷熱）源の構成の持続
可能性を高める目標 

 

 
 
 
 
 
安定供

給 

 
南アジア 
 
東南アジア 
 
サハラ以南の

アフリカ 
 
東アジア 
 

1. 電力が利用可能な平均時間を、2030年までに基準年比で増やす目標  
2. 電力を利用できる自治体内の人口または世帯の割合を、2030年までに
基準年比で増やす目標  

3. 1人あたりの年間平均エネルギー消費量を改善する（使用するエネル
ギーサービスのレベルや品質への影響なく）目標 

 

 
 
 
 
 
手ごろ

な価格 

 
東欧・中央ア

ジア 
 
西欧・欧州連

合 
 
北米 
 
韓国 
 
オセアニア 
 

1. 自治体内でエネルギー貧困に直面している世帯または人口の割合を減
らす目標  

2. 建物のエネルギー効率を向上させる目標 
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附属書II  
CDP-ICLEI Trackの質問書における共通報告枠組みの要件 

 
バッ

ジフ

ェー

ズ 

202
6年
質

問

書

の

質

問

番

号 

チェックリストの質問 簡易

版で

必須

か 

完全版で必須か 

適応

：気

候リ

スク

およ

び脆

弱性

評価 

3.1 自治体は、GCoMへの誓約後2年以内に気候リスクお
よび脆弱性評価について報告しているか？（自治体は

、質問3.1で [はい] 
を選択し、質問3.1.1に適切に回答する必要がある） 

必須 必須 

適応

：気

候リ

スク

およ

び脆

弱性

評価 

3.1.
1 

自治体は、アクセス可能なで要件に準拠する：気候リ

スクおよび脆弱性評価文書を質問3.1.1で添付している
か？ 

必須 必須 

適応

：気

候リ

スク

およ

び脆

弱性

評価 

3.1.
1 

自治体は、気候リスクと脆弱性の評価の対象区域

を記載しているか？自治体の管轄区域と対象区域

が異なる場合（小さい、大きいなど）、除外また

は追加されている地域について説明されているか

？ 

必須 必須 

適応

：気

候リ

スク

およ

び脆

弱性

評価 

3.2 自治体は、少なくとも一つのハザードを報告し、

以下のすべての必須要素を回答に含めているか： 
 - 気候関連ハザード 
 - 最も影響を受けるセクター 
 - 現時点での発生確率 
 ‐ 現時点での影響の深刻さ 

必須 必須 

適応

目標 
6.1
、6.
1.1 

自治体は、GCoMへの誓約後2年以内に適応目標
について報告し（質問6.1）、以下のすべてのデ
ータ項目に回答しているか（質問6.1.1）： 

必須 必須 
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 - 適応目標（目標の概要を記入） 
 - 目標で取り組む気候ハザード 
 - 目標の基準年 
 - 目標の達成目標年（未来であること） 
 

適応

計画 
9.1 自治体は、GCoMへの誓約後3年以内に適応計画

について報告しているか？（質問9.1で [はい] 
を選択する必要がある） 

必須 必須 

適応

計画 
9.1.
1 

添付またはリンクされた計画は正しい文書であり

、アクセス可能か？ 
必須 必須 

適応

計画 
9.1.
1 

自治体は、すべての必須データ項目を回答に含め

ているか： 
 - モニタリングと評価のプロセス  
 - 計画を正式に採択した自治体の名前 
 - 計画の正式承認年 

必須 必須 

適応

計画 
10.
1 

自治体は、少なくとも一つの対策を報告し、以下

のすべての必須なデータ項目を回答に含めている

か：  
- 適応策（対策の種類を選択） 
- 
気候変動対策計画または自治体全体の開発計画／

基本計画への組み入れ 

必須 必須 
+  
- 二つの対策 
- 
対策の説明と詳細への

ウェブリンク 

緩和

：排

出イ

ンベ

ント

リ 

4.1 自治体は、GCoMへの誓約後2年以内に自治体区
域全体のGHG排出インベントリを報告し、初回
報告後4年ごとにインベントリを更新しているか
？  
（質問4.1で [はい] を選択する必要がある） 

必須 必須 

緩和:
排出

イン

ベン

トリ 

4.1.
1 

自治体は、マニュアルチェックのための完全な文

書を添付またはリンクしているか？ 
必須 必須 

緩和

：排

出イ

ンベ

ント

リ 

4.1.
1 

自治体は、インベントリが作成された年を報告し

ているか？   
必須 必須 

緩和

：排

出イ

ンベ

ント

リ 

4.1.
1 

自治体は、インベントリの対象区域と対象となる

人口を記載しているか？ 
必須 必須 

緩和

：排

出イ

4.1.
1 

インベントリでは二酸化炭素（CO2）が計上され
ているか？ 

必須 必須 +  
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ンベ

ント

リ 

必須の少なくとも3種
類のガス（二酸化炭素

（CO2）、メタン（CH
4）、亜酸化窒素（N2
O））が、統合されて
、または個別に報告さ

れているか？ 
 

緩和

：排

出イ

ンベ

ント

リ 

4.1.
2 

自治体は、すべての必須の排出量の値を数値か表

記で報告しているか？本文書で前述した注意事項

： 
  
 - 
必須の排出量記載箇所で「0」または空欄で報告
すると非準拠となります。報告する自治体の境界

内に該当する排出が存在しない、あるいは無視で

きるほど少ない場合は、「NO」（発生していな
い）の表記を使用してください。  
 - 
必須のサブセクターで「NE」（推定されていな
い）を使用すると非準拠となります。この表記は

、将来的な改善の可能性を追跡する場合にのみ使

用されます。サブセクターからの排出量が非常に

少ない、またはまれであるために排出量が推定さ

れていない場合、「NO」（発生していない）を
使用してください。 

必須

（必

須の

サブ

セク

ター

は異

なる

） 

必須（すべてのサブセク

ター） 

緩和

：排

出イ

ンベ

ント

リ 

4.1.
2 

自治体は、「IE」（別の場所に含まれている）の
表記を使っている場合、その排出量がどこに含ま

れているかを明記しているか？注：この表記が使

用されている場合は、そのGHG排出量は同じイ
ンベントリの別のカテゴリーに示されていること

が前提となります。 

推奨 必須 

緩和

：排

出イ

ンベ

ント

リ 

4.1.
1 

自治体は、すべての排出源の活動データを報告し

ているか？（インベントリで） 
推奨 必須 

緩和

：排

出イ

ンベ

ント

リ 

4.1.
1 

自治体は、すべての排出源の排出係数を報告して

いるか？（インベントリで） 
推奨 必須 

緩和

目標 
7.1 自治体は、GCoMへの誓約後2年以内に自治体区

域全体のGHG排出削減目標について報告してい
必須 必須 
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るか？（質問6.1で [はい] 
を選択する必要がある） 

緩和

目標 
7.1.
1 

自治体は、報告されたすべての目標の対象区域を

記載しているか？  
必須 必須 

緩和

目標 
7.1.
1 

GHG排出インベントリに含まれるすべての排出
源が目標の対象区域になっており、自治体が管理

していない排出源を除外する可能性が報告されて

いるか？ 

必須 必須 

緩和

目標 
7.1.
1 

自治体は、少なくとも国が決定する貢献（NDC）
と同じくらい野心的な目標を報告しているか？ 

必須 必須 

（自治体は準拠する目標を一つ報告する必要があり、必須項目は報告された目標の種類により異なる） 
緩和

目標 
7.1.
1 

自治体は、目標の以下のすべての詳細情報を報告

しているか（目標の種類によっては該当しない詳

細情報もある）； 
 
- 基準年  
- 目標の対象となる基準年排出量 
- 目標年（未来であること）  
- 排出量の削減割合(%)  
- 目標年の実質排出量 
- 基準年の排出原単位数値 
- [説明してください] 
列にベースラインシナリオの算定方法を記載 

必須 必須 

緩和

目標 
7.1.
1、
7.1.
2 

自治体は、目標は炭素クレジットを使って達成さ

れると示しており、使用クレジットの詳細情報を

回答に含めているか？CRFでは、炭素クレジット
を使わずに目標の野心度がNDCの自国の努力のみ
によって達成される要素を上回る場合にのみ、炭

素クレジット（移転可能な排出量）の使用を認め

ている。  

必須 必須 

 
 
緩和

計画 

9.1 自治体は、GCoMへの誓約後3年以内に緩和計画
について報告しているか？（質問8.1で [はい] 
を選択する必要がある） 

必須 必須 

 
緩和

計画 

9.1.
1 

添付またはリンクされた計画は正しい文書であり

、アクセス可能か？ 
必須 必須 

 
 
 
 
 
緩和

計画 

9.1.
1 

自治体は、すべての必須データ項目を回答に含め

ているか： 
  
 - モニタリングと評価のプロセス  
 - 計画を正式に採択した自治体の名前 
 - 計画の正式承認年 

必須 必須 

 
 

10.
1 

自治体は、少なくとも一つの対策を報告し、以下

のすべての必須なデータ項目を回答に含めている

必須 必須 + 
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緩和

計画 

か：  
 
- 対策の説明と詳細へのウェブリンク 
- 
気候変動対策計画または自治体の全体開発計画／

基本計画への組み入れ  

自治体は、少なくとも

二つの対策を報告し、

以下のすべての必須な

データ項目を回答に含

めているか：  
 
- 
対策の説明と詳細への

ウェブリンク 
- 
気候変動対策計画また

は自治体開発計画／基

本計画への組み入れ  
 
かつ、以下の対策のイ

ンパクト指標の少なく

とも一つが報告されて

いるか（完全版レベル

のみ）： 
 - 
排出量の推定削減量（

CO2換算トン） 
 - 
省エネルギー量（MW
h） 
 - 
再生可能エネルギー生

成量（MWh） 
 
 
 
EAPP
評価 

5.1 自治体は、地域ごとに設定されたエネルギー属性

の指標に関して回答することで、エネルギーアク

セスと貧困に関する評価について報告しているか

？  
自治体が地域属性に沿って評価を実施した場合、

質問5.1で評価の種類を選択する必要がある。 

必須 
 

必須 
 

EAPP
評価 

5.1
、5.
1.2
、5.
1.3
、5.
2 

（持続可能エネルギー属性：以下の5つの必須指標のうち、少なくとも一つの指標に関し
て報告する必要がある） 

 
EAPP
評価 

5.1 自治体は、「再生可能エネルギー源によるエネル

ギー消費量（MWh）」の指標に関して必須デー
タを提供しているか？  

必須 必須 
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EAPP
評価 

5.1.
2 

自治体は、「区域内で消費される熱エネルギー（

熱および冷熱）源の構成」の指標に関して必須デ

ータを提供しているか？  

必須 必須 

EAPP
評価 

5.1.
3 

自治体は、「区域内にある再生可能エネルギー源

の設備容量」の指標に関して必須データを提供し

ているか？ 

必須 必須 

EAPP
評価 

5.1.
3 

自治体は、「区域内で再生可能エネルギー源を用

いて生成された総エネルギー量」の指標に関して

必須データを提供しているか？ 

必須 必須 

EAPP
評価 

5.2 自治体は、「クリーンな調理用燃料と技術にアク

セスできる自治体内の世帯の割合（%）」の指標
に関して必須データを提供しているか？ 

必須 必須 

 
EAPP
評価 

5.3 （手ごろな価格のエネルギー属性：以下の指標に関して報告する必要がある） 
 

 
 
EAPP
評価 

5.3 自治体は、「自治体区域内で収入の最大X%をエ
ネルギーサービスに費やす世帯または人口の割合

」の指標に関して必須データを提供しているか？ 

必須 必須 

EAPP
評価 

5.4 （安定供給エネルギー属性：以下の三つの指標のうち、少なくとも一つの指標に
関して報告する必要がある） 

EAPP
評価 

5.4 自治体は、「電力を利用できる自治体内の人口ま

たは世帯の割合」の指標に関して必須データを提

供しているか？ 

必須 必須 

EAPP
評価 

5.4 自治体は、「電力が利用可能な平均時間」の指標

に関して必須データを提供しているか？ 
必須 必須 

EAPP
評価 

5.4 自治体は、「1人あたりの年間平均エネルギー消
費量」の指標に関して必須データを提供している

か？ 

必須 必須 

 
 
 
 
 
EAPP
目標 

8.1 自治体は、地域ごとに設定された属性に沿って2
030年のエネルギーアクセスおよび／またはエネ
ルギー貧困の減少の推定割合を定義する、一般的

な目標を報告しているか？（受け入れ可能な目標

の種類である必要がある。ガイダンス参照） 

必須 必須 

 
 
 
 
 
 
 
 
EAPP
目標 

8.1 自治体は、一般的な目標のすべての必須詳細情報

を報告しているか？ 
 
- 総量目標または原単位目標 
- 基準年 
- 単位（原単位目標を報告する場合、分子単位） 
- 原単位分母（原単位目標のみ） 
 - 基準年の数値または比率 
- 目標年（2030年） 

必須 必須 
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- 目標年の数値または比率 
- 基準年に照らした目標達成度（%） 

 
EAPP
目標 

8.1 自治体は、一般的な目標の対象区域を記載してい

るか？  
必須 必須 

 
 
 
EAPP
目標 

8.1 自治体は、地域ごとに設定された属性に沿って、

（一般的な目標とは別に）具体的な目標を報告し

ているか？（各属性の受け入れ可能な目標の種類

については、ガイダンス参照） 

必須 必須 

 
 
 
 
EAPP
目標 

8.1 自治体は、具体的な目標のすべての詳細情報を報

告しているか？ 
- 総量目標または原単位目標 
- 基準年 
- 単位（原単位目標を報告する場合、分子単位） 
- 原単位分母（原単位目標のみ） 
 - 基準年の数値または比率 
- 目標年（2030年） 
- 目標年の数値または比率 
- 基準年に照らした目標達成度（%） 

必須 必須 

 
EAPP
目標 

8.1 自治体は、具体的な目標の対象区域を記載してい

るか？  
必須 必須 

 
 
 
EAPP
計画 

 
 
 
9.1 
and 
9.1.
1 

自治体は、GCoMへの誓約後3年以内に、EAPP単
独の気候変動対策計画、またはエネルギーアクセ

スとエネルギー貧困への対応に加えて適応策のみ

または適応策と緩和策の両方を統合する一つの計

画を報告しているか？  

必須 必須 

 
 
EAPP
計画 

 
 
9.1.
1 

自治体は、アクセス可能な、要件に準拠するEAP
P関連計画を添付またはリンクしているか？ 

必須 必須 

 
 
 
 
 
EAPP
計画 

 
 
 
 
9.1.
1 

自治体は、計画に関するすべての必須データ項目

に回答しているか？ 
 
 - モニタリングと評価のプロセス 
 - 計画を正式に採択した自治体の名前 
 - 計画の正式承認年  

必須 必須 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

自治体は、質問10.1で少なくとも一つの対策を報
告し、以下のすべての必須なデータ項目を回答に

含めているか： 
 
 - 対策の説明と詳細へのウェブリンク 
 - 

必須 必須 
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EAPP
計画 

 
 
 
10.
1 

気候変動対策計画または自治体全体の開発計画／

基本計画への組み入れ 
 - 
この適応策は、自治体のエネルギーアクセスと貧

困目標に貢献しますか 
 - 
この対策に関連するエネルギーアクセスおよび／

または貧困指標を選択し、それらがこの対策によ

りどのような影響を受けるかを明確にしてくださ

い（値の増加／減少）（ガイダンス参照） 
 
 


